
 

相模原市監査委員公表第１１号 

 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１４項の規定により、令和５

年１月１０日に実施した財政局の財務監査の結果に基づき講じた措置の内容につい

て、市長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

  令和５年４月２７日 

 

 

相模原市監査委員 髙 梨 邦 彦    

 

 

同        橋 本 愼 一    

 

 

同        栗 原   大   

 

 

同        渡 部 俊 明    
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１ 監査対象事務 

委託料の支出に関する事務 

２ 監査の日程 

令和４年８月４日から令和５年１月１０日まで 

３ 措置に係る通知日 

市長から通知があった日 令和５年４月２１日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 
  

ア 税制・債権対策課の委託料の支出に

関する事務を調査したところ、市税催

告書等印刷及び印字封入封緘業務委

託のうち印字業務及び封入封緘業務

(以下「印字封緘業務」という。)につ

いて、支払の積算根拠となっている請

求内訳書及び納品書(以下「請求内訳

書等」という。)に記載された数量が、

実際に業務を行った数量と異なって

いる事例が見られた。 

１１月分については、受注者からの

請求が印字枚数(２０，２７９件)に基

づくべきところ、封入封緘後の封筒数

(２０，２１６通)により行われたため

に、請求金額に６３件分の不足が生じ

ていたものである。このことについ

て、市の担当者が請求書の再提出を指

示したが、受注者側の申出を受け、協

議の記録等も残さずそのまま支払を

行ったとのことであり、本来支払うべ

き金額より過少な支払となっている。 

２月分については、本来９，８５５

件で請求されるべきところ、請求内訳

令和４年８月４日から令和５年１月

１０日にかけて実施された財務監査に

おける指摘事項につきましては、次の

とおり改善措置を講じました。 

 

 本事案につきましては、受注者の求

めに応じて、また、市税と国民健康保

険税の徴収一元化の作業を進めること

を優先して、担当者が安易な手段を選

び、本来すべき事務処理を怠ったこと、

更に、課長や班長の管理監督が十分で

なく、支払事務の際のチェックができ

ていなかったことによって不適正な事

務処理を行ってしまいました。 

 この不適正な事務処理について、受

注者からも聞き取りを実施し、協議の

上、１１月分の不足分の支払につきま

しては、受注者が改めて市に請求書を

提出し、この請求に基づき支払を完了

しました。 

２月分につきましては、契約書及び

仕様書に記載のない事項である印字プ

ログラム修正及び印字テストの業務に



2 

書等には１３,２００件と記載されて

いた。この差分３,３４５件は、令和

４年度からの市税と国民健康保険税

の徴収一元化に伴う事前調整の過程

で新たに印字プログラム修正及び印

字テストの業務が別途必要であるこ

とが判明し、その費用について担当者

間の電子メールのやり取りを根拠に

当該契約の中で支払を行うこととし

たために生じたものである。具体的に

は、受注者から徴した見積書に基づく

印字プログラム修正費５０,０００円

(税抜)を印字封緘業務の税抜単価 

１ ５ ． ９ 円 で 除 し て 換 算 し た   

３,１４５件(端数切上げ)と、見積書

等 が な い 印 字 テ ス ト の 実 施 件 数   

２００件を足したものとのことであ

った。その結果、印字プログラム修正

費については、調整した数量に単価を

乗じて計算したことにより、見積書の

金額と比較するとその分過大な支払

となっている。 

本事案は、契約業務の中で生じた疑

義等に対し、組織としての検討や受注

者との正式な協議を行わずに対応し

たもので、特に２月分については、当

該契約の内容にない業務を行わせ、そ

の対価について数量を調整した関係

書類に基づき支払を行うなど、不適正

な事務処理である。 

公金の支払は、適正な支払根拠に基

係る支払額を受注者から返金してもら

い、この業務に係る覚書を取り交わす

手続きを執った上で、改めて適正な金

額の支払を完了しました。 

今後につきましては、再びこのよう

な不適切な事案が発生しないよう、支

払事務の際に、根拠資料の添付や合議

者、承認者及び決裁者のチェックを徹

底いたします。また、改めて今回の経

緯等を所属内で共有し契約事務の重要

性を指導するとともに、契約書に記載

のない業務の必要が生じた際は、速や

かに班長及び課長への報告・連絡・相

談が行えるような風通しの良い職場環

境の醸成に努めてまいります。 

【税制・債権対策課】 
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づいて行わなければならず、契約書等

に基づく支払額に正当な理由なく増

減が生じることはあり得ない。また、

契約書や仕様書に記載のない新たな

事項について業務を行うのであれば、

変更契約又は新規契約を取り交わす

などの適切な手続を執る必要がある。 

今後、契約事務及び支払事務の執行

に当たっては、その重要性を認識し、

事務処理方法や確認体制の見直しを

図るなど再発防止に取り組み、適正に

事務を執行されたい。 
  

 


